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埼玉県県営住宅の家賃及び敷金の減免等実施要綱

（趣旨）

、 （ 。 「 」第１条 この要綱は 埼玉県県営住宅条例 昭和３４年埼玉県条例第４２号 以下 条例

という ）第１９条及び第２１条並びに埼玉県特別県営住宅条例（昭和４２年埼玉県条。

例第２４号。以下「特別条例」という ）第８条に規定する家賃の減免又は徴収猶予及。

び敷金の徴収猶予について、必要な事項を定めるものとする。

（用語）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

一 世帯総収入額 入居権利者及びその同居親族の継続的な収入であって、課税対象

となる収入並びに非課税所得とされている年金及び給付金等のすべての収入の年間

合計額をいう。

二 家賃減免基準額 別表「家賃減免基準額計算表」により算定した額をいう。同表

38 4 1 158中の金額等は、生活保護法による保護の基準（昭和 年 月 日厚生省告示第

号）別表第 第 章の１並びに第 章の３及び４の規定等の定めるところに準じて1 1 2
（平成 年 月 日厚生労働省告示第 号による生活保護法定めるものとする。 19 3 31 127

による保護の基準（昭和 年 月 日厚生省告示第 号）の改正に準じて現行の38 4 1 158
別表を改正する。平成２０年２月２１日施行の改正後は、同基準が改正されるたび

に別表を改正することとする ）。

（家賃の減免対象者）

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は、家賃の減免対象者とするものとする。ただ

し、第１号及び第２号に該当する場合にあっては、公営住宅法施行令（昭和２６年政令

第２４０号。以下「令」という ）第１条第３号に規定する額が令第２条第２項の表の。

上欄に定める入居者の収入の区分に揚げる額のうち最低の額以下であるときに限るもの

とする。

一 世帯総収入額が家賃減免基準額以下である者

二 入居権利者又は同居親族が疾病により３か月以上の療養を要し、かつ、世帯総収入

額から当該療養に要した費用の月割額に１２を乗じた額を控除した額（以下「療養

費控除後世帯総収入額」という ）が家賃減免基準額以下である者。

三 条例第７条の規定により新たに入居する者（被災市街地復興特別措置法（平成７

年法律第１４号）第２１条の規定により公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）

第２３条各号に掲げる条件を具備した者とみなされた者に限る ）又は特別条例第６。

条第２項の規定により新たに入居する者

四 前号に該当する場合を除き、風水害、火災その他の災害（当該入居者の故意又は

重大な過失による場合は除く により著しい損害を受けた者 条例第５条第１号 特。） （ （

別条例第５条において準用する場合を含む ）の規定により新たに入居する場合を含。

む ）。
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五 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による住宅扶助の受給者で、家賃額が

同法の規定による住宅扶助額を超える者

六 生活保護法による住宅扶助の受給者で、疾病等による入院加療のため、住宅扶助

料の支給を停止された者

七 収入認定後の収入変動で下位の収入分位に該当することとなった者

八 前各号に規定する場合に準ずる特別の事情があると知事が認めた者

（家賃の減免基準）

第４条 前条各号に該当する者については、第１０条に規定する場合を除き、次の各号に

定めるところにより減免する。ただし、次の各号の２以上に該当する場合にあっては、

その減額後の家賃額が最も低額となるものを適用する。

一 前条第１号に該当する者については、次に掲げる表の左欄の区分に応じ右欄の減

額率を家賃額に乗じて算出した金額を減額する。ただし、減額後の家賃が４千円に

満たない場合にあっては、４千円とし、減額後の家賃額に百円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てた額とする。

世帯総収入額を家賃減免基準額で除して得た比率 減額率

５０％以上 ７５％未満 ２５％

５０％未満 ５０％

二 前条第２号に該当する者については、前号表中の世帯総収入額を療養費控除後世帯

総収入額と読み替えて適用するものとする。

三 前条第３号及び第６号に該当する者については、家賃を免除する。

四 前条第４号に該当する者については、減額後の家賃を４千円とする。ただし、条

例第３１条第１項に規定する収入基準超過者については、令第８条第２項に規定す

る加算額は減額の対象としない。

五 前条第５号に該当する者については、住宅扶助額を超える額を減額する。

六 前条第７号に該当する者については、変動後の家賃を超える額を減額する。

七 前条第８号に該当する者については、知事が定める。

２ 前項各号に規定する減免は、県営住宅建替事業の減額と併せて行わない。この場合に

おいては、減免後の家賃額が低額となるものを適用する。

（家賃の減免申請手続）

第５条 家賃の減免を受けようとする者は、埼玉県県営住宅条例施行規則（昭和５１年埼

玉県規則第４２号。以下「規則」という ）第１６条第１項に規定する様式第１７号の。

申請書に、入居権利者及び同居親族の住民票及びそれらの者の収入の額を証明する書類

のほか、次の各号に掲げる書類を添えて知事に申請しなければならない。

一 第３条第２号に該当する者については、疾病者に係る医師の診断書及び療養に要し

た費用を証明する書類

二 第３条第３号又は第４号に該当する者については、災害の事実及び災害により受け
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た損害を証明する書類

三 第３条第５号又は第６号に該当する者については、現に生活保護を受給しているこ

とを証明する福祉事務所の発行する書類

四 その他知事が必要と認める書類

２ 家賃の減免を受けようとする者は、前項の申請にあたって、原則として面談により申

請内容の確認を受けなければならない。

（家賃の減免の承認）

第６条 知事は、前条の申請に基づき家賃の減免を承認したときは、規則第１６条第２項

に規定する様式第１８号の通知書により申請者に通知する。

（家賃の減免の開始）

第７条 家賃の減免は、毎月２０日までに申請書を受理したものについて、翌月から適用

する。ただし、第８条第２項の場合を除く。

（家賃の減免期間）

第８条 家賃の減免期間は、１年の範囲内で必要と認める期間とする。ただし、更新する

ことを妨げない。

２ 前項の規定にかかわらず、第３条第３号に該当する者にあっては被災した日の属する

月から２年の範囲内で必要と認める期間とし、第３条第４号に該当する者にあっては被

災した日の属する月から６か月の範囲内で必要と認める期間とする。

（家賃の減免の更新手続）

第９条 減免期間満了後引き続いて減免を受けようとする者は、減免期間が満了する日の

属する月の２０日までに、改めて第５条の申請手続をとらなければならない。

（家賃の徴収猶予）

第１０条 第３条第１号から第６号及び第８号に該当する者にあっても、一時の猶予によ

って家賃の納付が可能な者については、家賃の徴収を猶予する。

２ 第５条から前条までの規定は、前項の徴収猶予の場合に準用する。

（敷金の徴収猶予対象者）

第１１条 敷金の徴収猶予の対象者は、第３条第３号に該当する者とする。

（敷金の徴収猶予申請手続）

第１２条 敷金の徴収猶予を受けようとする者は、規則第１６条第１項に規定する様式第

１７号の申請書に、災害の事実及び災害により受けた損害を証明する書類を添えて、知

事に申請しなければならない。

（敷金の徴収猶予の承認）
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第１３条 知事は、前条の申請に基づき、敷金の徴収猶予を承認したときは、規則第１６

条第２項に規定する様式第１８号の通知書により申請者に通知する。

（敷金の徴収猶予期間）

第１４条 敷金の徴収猶予期間は、被災した日の属する月から２年の範囲内で必要と認め

る期間とする。

２ 前項の規定にかかわらず、依然敷金を納付する資力がないと認められる場合は、引き

続き徴収猶予することができる。

（届出の義務）

第１５条 減免の承認を受けている者は、当該減免事由が消滅したときは、速やかに知事

に届出をしなければならない。

（減免又は徴収猶予の適用除外）

第１６条 入居権利者が次の各号に該当する場合は、家賃の減免又は徴収猶予の適用を除

外することができる。

一 家賃を滞納している者

二 前条に違反した者

三 条例及び特別条例の規定に違反している者

四 住宅の住み替え若しくは明け渡しを指示され、正当な理由なくしてこれに従わない

者

（減免又は徴収猶予の取り消し）

第１７条 知事は、第６条（第１０条第２項において準用する場合を含む ）又は第１３。

条の承認を受けている者（以下「被承認者」という ）が虚偽の申請をしていることが。

判明したときは、当該承認を取り消す。

２ 知事は、被承認者から第１５条の届出があった場合は、当該届出事由の発生した日の

属する翌月から当該承認を取り消すものとする。第１５条の届出がない場合において、

当該承認にかかる減免事由又は徴収猶予事由がないことが判明したときも同様とする。

３ 知事は、被承認者が家賃の滞納をしたとき若しくは条例及び特別条例の規定に違反し

たときは当該承認を取り消すことができる。

４ 知事は、前３項の処分を行ったときは、相手方に通知する。

附 則

１ この要綱は、昭和５８年６月１日から適用する。

２ 県営住宅の家賃及び敷金の減額及び徴収猶予実施要綱（昭和５３年６月１日施行。次

項において「旧基準」という ）は、廃止する。。

３ この要綱の適用の日前に旧基準に基づき家賃の減額又は敷金の徴収猶予を受けている

者については新基準を適用する。また、旧基準に基づき家賃の減額を受けている者で、

新基準が適用とならない者については、減額期間が満了する日まで従前の例による。
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附 則

この要綱は、昭和５９年５月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成元年６月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成６年６月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成７年７月１７日から適用する。

附 則

この要綱は、平成１０年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成１２年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成１３年４月１日から適用する。

附 則

１ この要綱は、平成１６年４月１日から適用する。ただし、この要綱の適用の日前にお

（ 「 」 。）いて現に家賃の減免を受けている者 以下 現に家賃の減免を受けている者 という

の当該減免の期間における家賃の減免額の算定及びこの要綱の適用の日前において現に

敷金の徴収猶予を受けている者の当該猶予の期間における敷金の徴収猶予については、

なお従前の例による。

２ 現に家賃の減免を受けている者の当該減免の期間経過後の家賃の額については、引続

き減免申請をした場合で、この要綱又は公営住宅法施行令の規定により算定した家賃の

額（以下「新家賃額」という ）から当該減免の期間において支払う最終家賃の額（以。

下「旧家賃額」という ）を減じた額が３千円を超える場合にあっては、次に掲げる期。

間に応じ、当該各号に定める額（百円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた

額）を新家賃額から減じた額（４千円未満であるときは４千円とする （以下「緩和措。）

置後家賃」という ）とする。ただし、改正前の埼玉県県営住宅の家賃及び敷金の減免。

等実施要綱を適用したときに、家賃の減免の対象とならなくなった場合を除く。

一 現に家賃の減免を受けている者の当該減免期間満了月の翌月から１年以下の場合

新家賃額と旧家賃額の差額から３千円を減じて得た額（以下「経過措置対象額」

という ）に４分の３を乗じて得た額。

二 現に家賃の減免を受けている者の当該減免期間満了月の翌月から１年を超え２年

以下の場合 経過措置対象額に４分の２を乗じて得た額

三 現に家賃の減免を受けている者の当該減免期間満了月の翌月から２年を超え３年

以下の場合 経過措置対象額に４分の１を乗じて得た額

３ 前項の規定にかかわらず、前項の適用を受けている者の減免申請において、新家賃

額が経過措置後家賃よりも低額になった場合は、以後、経過措置対象額が生じても前項

の規定は適用しないものとする。
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附 則

１ この要綱は、平成２０年２月２１日から適用する。ただし、この要綱の適用の際、現

に家賃の減免を受けている者の当該減免期間における家賃の減免については、なお従前

の例による。

２ 平成２０年２月２１日から平成２４年２月２０日までの間に家賃の減免申請があった

、 、場合における第４条第１項第１号の減額率の適用については 同号の規定にかかわらず

次の表の左欄各項に定める時期の区分に応じてそれぞれ右欄各項の区分に応じ定める減

額率による。

世帯総収入額を家賃減免基準額で除して得

家賃の減免申請があった時期 た比率

７５％以上 ５０％以上 ５０％未満

１００％以下 ７５％未満

平成 年 月 日～平成 年 月 日 ％ ％ ％20 2 21 21 2 20 20 45 70
平成 年 月 日～平成 年 月 日 ％ ％ ％21 2 21 22 2 20 15 40 65
平成 年 月 日～平成 年 月 日 ％ ％ ％22 2 21 23 2 20 10 35 60
平成 年 月 日～平成 年 月 日 ５％ ％ ％23 2 21 24 2 20 30 55



別表

家賃減免基準額計算表

（金額単位　円）

①第１類（個人的経費） ④障害者加算（＊）

基準額（月額） 人数 金額 区分 加算額（月額） 人数 金額

20,900 対象者ア該当 53,700

26,400 対象者イ該当 35,800

34,100

42,100

40,300

38,200 【対象者】

36,100

32,400

⑤勤労加算（勤労者経費）

②第２類（光熱水費等） 区分 加算額（月額） 人数 金額

基準額（月額） 人数 金額 給与所得者 25,000

43,500 年収30万円未満 年収／12

48,100

53,300

55,200 ⑥住宅費（家賃加算）

金額

⑦その他（実費経費等）

実費（年額）

介護保険利用費

③母子加算（＊） 所得税・住民税

加算額（月額） 人数 金額 障害年金等相当額

15,600

①～⑥の合計（月額） (A)

①～⑥の年額（A×12） (B)

【対象児童】 ⑦の額（年額） (C)

家賃減免基準額（B＋C）

計

計

（注）本来家賃額とは、家賃減免申請者が収入額認定等通
知書で通知されている本来家賃額（新規入居者にあっては
入居承認書で通知されている家賃の月額）をいう。

区分

区分

本来家賃額（月額）

（注）世帯構成員の数が４人の世帯の①の額は、上表に定める個人別
の額を合算した額に0.95を乗じた額（その額に100円未満の端数が生
じたときは、これを100円に切り上げるものとする。）とし、世帯構
成員の数が５人以上の世帯の①の額は、上表に定める個人別の額を合
算した額に0.90を乗じた額（その額に100円未満の端数が生じたとき
は、これを100円に切り上げるものとする。）とする。

４人

計

年齢区分

 ０歳～２歳

 ３歳～５歳

 70歳以上

 41歳～59歳

３人

 ６歳～11歳

 12歳～19歳

 20歳～40歳

 60歳～69歳

＊母子加算は、次の対象児童ア又はイのいずれかに該当する者を養育
する児童扶養手当等を受けている者について行う。

区分

500
５人以上１人を増すごとに
加算する額

（ア）１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者

（イ）２０歳未満で④の対象者ア又はイに該当する者

児童１人

児童が２人の場合に加える
額

児童が３人以上１人を増す
ごとに加える額

計

1,300

700

計

（ア）身体障害者手帳１級若しくは２級、精神障害者保健
福祉手帳１級若しくはみどりの手帳（療育手帳）○Ａ(最重
度)若しくはＡ(重度)を所持する者又は国民年金等の障害者
年金の障害等級１級である者

（イ）身体障害者手帳３級、精神障害者保健福祉手帳２級
若しくはみどりの手帳（療育手帳）Ｂ(中度)を所持する者
又は国民年金等の障害者年金の障害等級２級である者。た
だし、アに該当する者を除く。

【重複調整等】以下の③母子加算又は④障害者加算について、同一の
者が２以上の加算事由に該当する場合には、最も高い一の加算額（同
額の場合にはいずれか一方の加算額）を算定するものとする。ただ
し、③母子加算のうち児童が２人以上の場合に児童１人につき加算す
る額については、重複調整等を行わないで算定するものとする。

世帯人員別

１人

２人

＊障害者加算は、次の対象者ア又はイのいずれかに該当す
る者について行う。

計
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